
<別紙1> 令和６年４月１日　改定

介護老人保健施設　ナーシングプラザ流山
入所利用料金表　〔在宅強化型・従来型個室（ⅱ）〕　

※　単位数に流山市の地域区分、10.27円　を掛けた額の負担割合に応じた額が利用者負担となります。
※　介護職員処遇改善加算として、（介護保険・基本料金）＋（介護保険・加算料金）より算定した合計×3.9％が加算されます。

※　介護職員等特定処遇改善加算として、（介護保険・基本料金）＋（介護保険・加算料金）より算定した合計×2.1％が加算されます。

※　介護職員等ベースアップ等支援加算として、（介護保険・基本料金）＋（介護保険・加算料金）より算定した合計×0.8％が加算されます。
※　小数点の端数が生じる場合は、第1位を切捨て整数としています。

※　第4段階の食費は、1食毎にご提供した分のご請求となります。
※　日用品とは、身の回り品として必要な手洗い石鹸、シャンプー、ボディソープ、おしぼり等

※　教養娯楽とは、レク、教養を深めるのに必要な色紙、のり、テープ、習字セット、クレヨン、絵具、色鉛筆等

◆基本料金◆ （単位：円）
利用者全員

夜勤職員配
置加算

在宅支援機
能加算（Ⅱ）

サービス提供
体制加算

単位数 円 24単位 51単位 22単位
一般棟 788 － － － － － 210 180 880 1,270 38,100
認知棟 864 － － － － － 210 180 － 390 11,700

一般棟 788 810 25 53 23 490 210 180 1,650 3,831 114,930

認知棟 864 888 25 53 23 490 210 180 － 2,259 67,770

一般棟 788 810 25 53 23 1,310 210 180 1,650 4,911 147,330

認知棟 864 888 25 53 23 1,310 210 180 － 3,339 100,170
一般棟 788 810 25 53 23 1,310 210 180 1,650 5,621 168,630

認知棟 864 888 25 53 23 1,310 210 180 － 4,049 121,470
一般棟 788 810 25 53 23 2,090 490 700 630 210 180 1,650 6,861 205,830

認知棟 864 888 25 53 23 2,090 490 700 630 210 180 － 5,289 158,670

一般棟 788 1,619 50 105 45 2,090 490 700 630 210 180 1,650 7,769 233,070
認知棟 864 1,775 50 105 45 2,090 490 700 630 210 180 － 6,275 188,250

一般棟 788 2,428 74 157 68 2,090 490 700 630 210 180 1,650 8,677 260,310

認知棟 864 2,662 74 157 68 2,090 490 700 630 210 180 － 7,261 217,830
一般棟 863 － － － － － 210 180 880 1,270 38,100

認知棟 939 － － － － － 210 180 － 390 11,700
一般棟 863 887 25 53 23 490 210 180 1,650 3,908 117,240
認知棟 939 965 25 53 23 490 210 180 － 2,336 70,080

一般棟 863 887 25 53 23 1,310 210 180 1,650 4,988 149,640
認知棟 939 965 25 53 23 1,310 210 180 － 3,416 102,480
一般棟 863 887 25 53 23 1,310 210 180 1,650 5,698 170,940

認知棟 939 965 25 53 23 1,310 210 180 － 4,126 123,780
一般棟 863 887 25 53 23 2,090 490 700 630 210 180 1,650 6,938 208,140
認知棟 939 965 25 53 23 2,090 490 700 630 210 180 － 5,366 160,980
一般棟 863 1,773 50 105 45 2,090 490 700 630 210 180 1,650 7,923 237,690
認知棟 939 1,929 50 105 45 2,090 490 700 630 210 180 － 6,429 192,870

一般棟 863 2,659 74 157 68 2,090 490 700 630 210 180 1,650 8,908 267,240
認知棟 939 2,893 74 157 68 2,090 490 700 630 210 180 － 7,492 224,760
一般棟 928 － － － － － 210 180 880 1,270 38,100
認知棟 1,004 － － － － － 210 180 － 390 11,700
一般棟 928 953 25 53 23 490 210 180 1,650 3,974 119,220

認知棟 1,004 1,031 25 53 23 490 210 180 － 2,402 72,060
一般棟 928 953 25 53 23 1,310 210 180 1,650 5,054 151,620
認知棟 1,004 1,031 25 53 23 1,310 210 180 － 3,482 104,460

一般棟 928 953 25 53 23 1,310 210 180 1,650 5,764 172,920
認知棟 1,004 1,031 25 53 23 1,310 210 180 － 4,192 125,760
一般棟 928 953 25 53 23 2,090 490 700 630 210 180 1,650 7,004 210,120
認知棟 1,004 1,031 25 53 23 2,090 490 700 630 210 180 － 5,432 162,960

一般棟 928 1,906 50 105 45 2,090 490 700 630 210 180 1,650 8,056 241,680

認知棟 1,004 2,062 50 105 45 2,090 490 700 630 210 180 － 6,562 196,860

一般棟 928 2,859 74 157 68 2,090 490 700 630 210 180 1,650 9,108 273,240
認知棟 1,004 3,093 74 157 68 2,090 490 700 630 210 180 － 7,692 230,760

一般棟 985 － － － － － 210 180 880 1,270 38,100

認知棟 1,061 － － － － － 210 180 － 390 11,700

一般棟 985 1,012 25 53 23 490 210 180 1,650 4,033 120,990
認知棟 1,061 1,090 25 53 23 490 210 180 － 2,461 73,830
一般棟 985 1,012 25 53 23 1,310 210 180 1,650 5,113 153,390

認知棟 1,061 1,090 25 53 23 1,310 210 180 － 3,541 106,230

一般棟 985 1,012 25 53 23 1,310 210 180 1,650 5,823 174,690

認知棟 1,061 1,090 25 53 23 1,310 210 180 － 4,251 127,530
一般棟 985 1,012 25 53 23 2,090 490 700 630 210 180 1,650 7,063 211,890

認知棟 1,061 1,090 25 53 23 2,090 490 700 630 210 180 － 5,491 164,730

一般棟 985 2,023 50 105 45 2,090 490 700 630 210 180 1,650 8,173 245,190

認知棟 1,061 2,179 50 105 45 2,090 490 700 630 210 180 － 6,679 200,370
一般棟 985 3,035 74 157 68 2,090 490 700 630 210 180 1,650 9,284 278,520
認知棟 1,061 3,269 74 157 68 2,090 490 700 630 210 180 － 7,868 236,040

一般棟 1,040 － － － － － 210 180 880 1,270 38,100

認知棟 1,116 － － － － － 210 180 － 390 11,700

一般棟 1,040 1,068 25 53 23 490 210 180 1,650 4,089 122,670
認知棟 1,116 1,146 25 53 23 490 210 180 － 2,517 75,510

一般棟 1,040 1,068 25 53 23 1,310 210 180 1,650 5,169 155,070

認知棟 1,116 1,146 25 53 23 1,310 210 180 － 3,597 107,910
一般棟 1,040 1,068 25 53 23 1,310 210 180 1,650 5,879 176,370

認知棟 1,116 1,146 25 53 23 1,310 210 180 － 4,307 129,210
一般棟 1,040 1,068 25 53 23 2,090 490 700 630 210 180 1,650 7,119 213,570

認知棟 1,116 1,146 25 53 23 2,090 490 700 630 210 180 － 5,547 166,410
一般棟 1,040 2,136 50 105 45 2,090 490 700 630 210 180 1,650 8,286 248,580

認知棟 1,116 2,292 50 105 45 2,090 490 700 630 210 180 － 6,792 203,760

一般棟 1,040 3,204 74 157 68 2,090 490 700 630 210 180 1,650 9,453 283,590
認知棟 1,116 3,438 74 157 68 2,090 490 700 630 210 180 － 8,037 241,110

※　介護保険　基本料金は、施設の体制に係る加算になります。
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介護老人保健施設　ナーシングプラザ流山
入所利用料金表　〔在宅強化型・多床室（ⅳ）〕　

※　単位数に流山市の地域区分、10.27円　を掛けた額の負担割合に応じた額が利用者負担となります。

※　介護職員処遇改善加算として、（介護保険・基本料金）＋（介護保険・加算料金）より算定した合計×3.9％が加算されます。

※　介護職員等特定処遇改善加算として、（介護保険・基本料金）＋（介護保険・加算料金）より算定した合計×2.1％が加算されます。

※　介護職員等ベースアップ等支援加算として、（介護保険・基本料金）＋（介護保険・加算料金）より算定した合計×0.8％が加算されます。
※　小数点の端数が生じる場合は、第1位を切捨て整数としています。

※　第4段階の食費は、1食毎にご提供した分のご請求となります。
※　日用品とは、身の回り品として必要な手洗い石鹸、シャンプー、ボディソープ、おしぼり等

※　教養娯楽とは、レク、教養を深めるのに必要な色紙、のり、テープ、習字セット、クレヨン、絵具、色鉛筆等

◆基本料金◆ （単位：円）

利用者全員

夜勤職員配
置加算

在宅支援機
能加算（Ⅱ）

サービス提供
体制加算

（Ⅰ）
単位数 円 24単位 51単位 22単位

一般棟 871 － － － － － 210 180 － 390 11,700

認知棟 947 － － － － － 210 180 － 390 11,700
一般棟 871 895 25 53 23 370 210 180 － 2,146 64,380

認知棟 947 973 25 53 23 370 210 180 － 2,224 66,720
一般棟 871 895 25 53 23 370 210 180 － 2,406 72,180

認知棟 947 973 25 53 23 370 210 180 － 2,484 74,520
一般棟 871 895 25 53 23 370 210 180 － 3,116 93,480

認知棟 947 973 25 53 23 370 210 180 － 3,194 95,820
一般棟 871 895 25 53 23 610 490 700 630 210 180 － 3,816 114,480

認知棟 947 973 25 53 23 610 490 700 630 210 180 － 3,894 116,820

一般棟 871 1,789 50 105 45 610 490 700 630 210 180 － 4,809 144,270
認知棟 947 1,945 50 105 45 610 490 700 630 210 180 － 4,965 148,950

一般棟 871 2,684 74 157 68 610 490 700 630 210 180 － 5,803 174,090
認知棟 947 2,918 74 157 68 610 490 700 630 210 180 － 6,037 181,110

一般棟 947 － － － － － 210 180 － 390 11,700
認知棟 1,023 － － － － － 210 180 － 390 11,700

一般棟 947 973 25 53 23 370 210 180 － 2,224 66,720
認知棟 1,023 1,051 25 53 23 370 210 180 － 2,302 69,060
一般棟 947 973 25 53 23 370 210 180 － 2,484 74,520
認知棟 1,023 1,051 25 53 23 370 210 180 － 2,562 76,860
一般棟 947 973 25 53 23 370 210 180 － 3,194 95,820

認知棟 1,023 1,051 25 53 23 370 210 180 － 3,272 98,160
一般棟 947 973 25 53 23 610 490 700 630 210 180 － 3,894 116,820
認知棟 1,023 1,051 25 53 23 610 490 700 630 210 180 － 3,972 119,160

一般棟 947 1,945 50 105 45 610 490 700 630 210 180 － 4,965 148,950
認知棟 1,023 2,101 50 105 45 610 490 700 630 210 180 － 5,121 153,630
一般棟 947 2,918 74 157 68 610 490 700 630 210 180 － 6,037 181,110
認知棟 1,023 3,152 74 157 68 610 490 700 630 210 180 － 6,271 188,130
一般棟 1,014 － － － － － 210 180 － 390 11,700

認知棟 1,090 － － － － － 210 180 － 390 11,700
一般棟 1,014 1,042 25 53 23 370 210 180 － 2,293 68,790
認知棟 1,090 1,120 25 53 23 370 210 180 － 2,371 71,130
一般棟 1,014 1,042 25 53 23 370 210 180 － 2,553 76,590

認知棟 1,090 1,120 25 53 23 370 210 180 － 2,631 78,930
一般棟 1,014 1,042 25 53 23 370 210 180 － 3,263 97,890
認知棟 1,090 1,120 25 53 23 370 210 180 － 3,341 100,230
一般棟 1,014 1,042 25 53 23 610 490 700 630 210 180 － 3,963 118,890

認知棟 1,090 1,120 25 53 23 610 490 700 630 210 180 － 4,041 121,230
一般棟 1,014 2,083 50 105 45 610 490 700 630 210 180 － 5,103 153,090
認知棟 1,090 2,239 50 105 45 610 490 700 630 210 180 － 5,259 157,770

一般棟 1,014 3,124 74 157 68 610 490 700 630 210 180 － 6,243 187,290
認知棟 1,090 3,358 74 157 68 610 490 700 630 210 180 － 6,477 194,310

一般棟 1,072 － － － － － 210 180 － 390 11,700

認知棟 1,148 － － － － － 210 180 － 390 11,700

一般棟 1,072 1,101 25 53 23 370 210 180 － 2,352 70,560
認知棟 1,148 1,179 25 53 23 370 210 180 － 2,430 72,900
一般棟 1,072 1,101 25 53 23 370 210 180 － 2,612 78,360

認知棟 1,148 1,179 25 53 23 370 210 180 － 2,690 80,700

一般棟 1,072 1,101 25 53 23 370 210 180 － 3,322 99,660

認知棟 1,148 1,179 25 53 23 370 210 180 － 3,400 102,000
一般棟 1,072 1,101 25 53 23 610 490 700 630 210 180 － 4,022 120,660

認知棟 1,148 1,179 25 53 23 610 490 700 630 210 180 － 4,100 123,000

一般棟 1,072 2,202 50 105 45 610 490 700 630 210 180 － 5,222 156,660

認知棟 1,148 2,358 50 105 45 610 490 700 630 210 180 － 5,378 161,340
一般棟 1,072 3,303 74 157 68 610 490 700 630 210 180 － 6,422 192,660

認知棟 1,148 3,537 74 157 68 610 490 700 630 210 180 － 6,656 199,680
一般棟 1,125 － － － － － 210 180 － 390 11,700

認知棟 1,201 － － － － － 210 180 － 390 11,700

一般棟 1,125 1,156 25 53 23 370 210 180 － 2,407 72,210
認知棟 1,201 1,234 25 53 23 370 210 180 － 2,485 74,550

一般棟 1,125 1,156 25 53 23 370 210 180 － 2,667 80,010

認知棟 1,201 1,234 25 53 23 370 210 180 － 2,745 82,350

一般棟 1,125 1,156 25 53 23 370 210 180 － 3,377 101,310
認知棟 1,201 1,234 25 53 23 370 210 180 － 3,455 103,650

一般棟 1,125 1,156 25 53 23 610 490 700 630 210 180 － 4,077 122,310
認知棟 1,201 1,234 25 53 23 610 490 700 630 210 180 － 4,155 124,650
一般棟 1,125 2,311 50 105 45 610 490 700 630 210 180 － 5,331 159,930

認知棟 1,201 2,467 50 105 45 610 490 700 630 210 180 － 5,487 164,610

一般棟 1,125 3,466 74 157 68 610 490 700 630 210 180 － 6,585 197,550

認知棟 1,201 3,700 74 157 68 610 490 700 630 210 180 － 6,819 204,570

※　介護保険　基本料金は、施設の体制に係る加算になります。
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◆介護保険　加算料金◆ （単位：円）

①利用者全員に毎月加算されるもの
単位数 単位 1割 2割 3割

300 1月につき 309 617 925

60 1月につき 62 124 185

10 1月につき 11 21 31
10 1月につき 11 21 31

5 1月につき 6 11 16
100 1月につき 103 206 309

50 1月につき 52 103 154

53 1月につき 55 109 164
33 1月につき 34 68 102

110 1月につき 113 226 339
3 1月につき 3 6 9

13 1月につき 14 27 40
10 1月につき 11 21 31

15 1月につき 16 31 47
20 1月につき 21 41 62

②入所時全員に加算されるもの （単位：円）

単位数 単位 1割 2割 3割
20 入所時1回 21 41 62

60 1日につき 62 124 185
30 1日につき 31 62 93

③対象者に加算されるもの （単位：円）

単位数 単位 1割 2割 3割
3 1日につき 3 6 9

4 1日につき 5 9 13
150 1月につき 154 308 462

120 1月につき 124 247 370
6 1食につき 7 13 19

28 1日につき 29 58 87
400 1月につき 411 822 1,233
100 1月につき 103 206 309
200 1回につき 411 822 1,233
11 1日につき 12 23 34

258 1日につき 265 530 795
240 1日につき 247 493 740

120 1日につき 124 247 370

240 月5日限度 247 493 740
518 月3日限度 532 1,064 1,596
480 月10日限度 493 986 1,479
120 1日につき 124 247 370
480 1回につき 493 986 1,479

362 1日につき 372 744 1,116

④退所時に加算されるもの （単位：円）

単位数 単位 1割 2割 3割

500 1回限り 514 1,027 1,541
250 1回限り 257 514 771
400 1回限り 411 822 1,233

600 1回限り 617 1,233 1,849

400 1回限り 411 822 1,233

70 1回限り 72 144 216

300 1回限り 309 617 925
140 1回限り 144 288 432

70 1回限り 72 144 216

240 1回限り 247 493 740
100 1回限り 103 206 309

◆介護保険外　料金◆

対象者に加算されるもの

かかりつけ医療連携薬剤調整加算（Ⅰ）ロ 6種類以上内服されていた入所者が施設で薬剤を調整した場合

※生活保護受給者の方は、第１段階の料金の他に介護保険適用外利用料金が加算されます。

新興感染症が発生した場合に感染者を施設内で療養を行った場合

嗜好品代 実費 ヨーグルト等を特別に提供した場合

910

493

72

退所時栄養情報連携加算 療養食や低栄養の利用者の栄養管理に関する情報を退所先に提供した場合

退所時情報提供加算（Ⅱ） 入院先の医療機関に対して診療情報を提供した場合

5,854

800 1,644

935

3,9031,952

口腔衛生管理加算（Ⅱ） 歯科衛生士が入所者に対し口腔ケアを行い厚労省と有効な実施のために情報交換した場合

リハビリマネジメント計画書情報加算（Ⅱ） リハビリ実施計画書の内容を厚労省と有効な実施の為に情報交換した場合

利用者の基本的情報の他に疾病・服薬を厚労省と有効な実施の為に情報交換した場合

介護ロボットやICT等を1つ以上導入している場合

院内感染が発生した場合の実地指導を3年に1回受けている場合

著しい摂食障害、誤嚥が認められるため特別な栄養管理を行った場合

（Ⅱ）の要件に加え、口腔・栄養の加算を算定した場合

入所した日から30日間算定し、医療機関と定期的に情報共有した場合

認知症介護の研修を受けた職員が2名配置し、認知症ケアを実施した場合

※は、いずれか1つ（算定要件により判断させていただきます）

入所前後訪問指導加算（Ⅱ）

生活機能の改善を目的としたリハビリを行った場合

退所後の住まいへ訪問し、生活機能の改善を目的としたリハビリを行った場合

摂食障害、誤嚥が認められるため特別な栄養管理を行った場合

再入所前の栄養状態とは大きく異なる栄養管理が必要となった場合

認知症の症状を未然に防ぐための取組みを行っている場合

協力医療機関と定期的な会議を行い急変した場合の体制を確保している場合

排せつ支援加算（Ⅰ）

自立支援推進加算

療養食加算

内容

入所した日から30日間加算される

褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）

（Ⅰ）の要件に加え排便・排尿の一方が改善かつ、おむつ使用なしに改善した場合

協力医療機関連携加算（1）　令和6年度まで

上記の要件に加え、医師が感染症の研修に受講している場合

若年性認知症に対し個別にサービス提供を行った場合

認知症の症状を未然に防ぐあるいは出現時に早期に対応するための取組み

認知症短期集中リハ加算（Ⅱ）

緊急時治療管理費

経口による食事の摂取を進めるための栄養管理を行った場合

月6日を限度　初日及び最終日以外の日に当該加算及び居住費を算定

研修を受け、事故発生又は再発防止をするための体制が整備されている場合

（Ⅰ）の要件に加え排便・排尿の一方が改善又はおむつ使用なしに改善した場合

内容

低栄養状態を改善するための計画を作成し厚労省と有効な実施のために情報交換した場合

医学的評価、支援計画を作成し、厚労省と有効な実施の為に情報交換した場合

医師の指示で糖尿病食・心臓高血圧食などの特別食を提供した場合

1日につき

148 222

1,869

1日につき

1日につき

1日につき

329165

外泊時費用

※は、いずれか1つ（算定要件により判断させていただきます）

加算項目

初期加算（Ⅰ）

若年性認知症入所者受入加算

認知症専門ケア加算（Ⅱ）

所定疾患施設療養費（Ⅱ）

経口移行加算

認知症短期集中リハ加算（Ⅰ）

再入所時栄養連携加算

排せつ支援加算（Ⅲ）

栄養マネジメント強化加算

科学的介護推進体制加算（Ⅱ）

認知症専門ケア加算（Ⅰ）

安全対策体制加算

生産性向上推進体制加算（Ⅱ）

認知症チームケア推進加算（Ⅰ）

ターミナルケア加算
（死亡日）

退所時情報提供加算（Ⅰ）

ターミナルケア加算
（死亡日30日前～4日前）

ターミナルケア加算
（死亡日45日前～31日前）

入退所前連携加算（Ⅰ）

加算項目

※は、いずれか1つ（算定要件により判断させていただきます）

排泄の評価、支援計画を作成し、厚労省と有効な実施の為に情報交換した場合

排せつ支援加算（Ⅱ）

ターミナルケア加算
（死亡日前々日、前日）

初期加算（Ⅱ）

加算項目

緊急的な治療管理を行った場合

定期的にADLの評価を行い、集中的なリハビリを行った場合

実費

文書料（診断書等） 1通

1日・1点

衣類リース・私物業者洗濯 実費（業者委託）

1回

死後処置料 1回

電気代　個人持込みの電化製品
健康管理費 1回

経口維持加算（Ⅰ）
経口維持加算（Ⅱ）

1,900

160

※は、いずれか1つ（算定要件により判断させていただきます）

1日につき

入所前30日、入所後30日以内に居宅事業所と連携し情報提供と調整を行った場合

訪問看護指示加算

入退所前連携加算（Ⅱ）

医師の診断に基づき、施設での看取り介護をご家族が希望した場合

試行的退所時指導加算

かかりつけ医療連携薬剤調整加算（Ⅲ） （Ⅱ）を算定し、6種類以上の内服薬が1種類以上減少した場合

居宅へ退所後の主治医に対して診療情報を提供した場合

100円

利用料金

利用者及び家族に対して療養上の指導を行った場合

行事等で飲食等を特別に提供した場合

1,100円～14,300円（税込）

居宅事業者と連携し情報提供と調整を行った場合

業者委託

55円（税込）
インフルエンザ・肺炎球菌予防接種

（Ⅰ）イ又はロを算定し厚労省に情報交換した場合

5,500円（税込）

美容代

1回（洗濯・乾燥機別）

項目

行事飲食代

74

コインランドリー

算定項目

カット　2,200円～

訪問看護等に訪問指示書を発行した場合

内容

（単位：円）

かかりつけ医療連携薬剤調整加算（Ⅰ）イ 6種類以上内服されていた入所者が主治医と連携して薬剤を調整した場合

かかりつけ医療連携薬剤調整加算（Ⅱ）

加算項目

短期集中リハ加算（Ⅰ）

医師の診断に基づき、施設での看取り介護をご家族が希望した場合
2,804

医師の診断に基づき、施設での看取り介護をご家族が希望した場合

医師の診断に基づき、施設での看取り介護をご家族が希望した場合

外泊中に、在宅サービスを利用した場合2,465

入所中1回を限度　入所前及び入所後7日以内に在宅等に訪問した場合

822

内容

褥瘡ケア計画を作成し、厚労省と有効な実施の為に情報交換した場合

院内感染が発生した場合の研修又は訓練に1年に1回受けている場合

（Ⅰ）の要件の結果、リスクありの方が実際に褥瘡が発生しなかった場合

外泊時費用
（在宅サービスを使用する場合）

褥瘡マネジメント加算（Ⅱ）

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ）

協力医療機関連携加算（1）　令和7年度まで
リハビリマネジメント計画書情報加算（Ⅰ）

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ）

新興感染症等施設療養費

認知症チームケア推進加算（Ⅱ）

認知症介護の指導に係る研修を受けた職員が配置し、職員に指導を行った場合

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※


